　　　　　　　　　　　　委託契約書　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長期継続契約用
１　委託名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　履行場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　履行期間　　　　令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日　まで
　　　　　　　　　　　　　　　（地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）
　
	百　　
	十　　
	億　　
	千　　
	百　　　　　　
	十　　
	万　　
	千　　
	百　　
	十　　
	円


４　契約代金額
　　令和　年度年額
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　□ 課税業者（うち取引に係る消費税及び地方消費税）
	億　　
	千　
	百　
	十
	万
	千
	百
	十
	円


　　　　　　　　　　
□ 免税業者
· 各年度における支払予定額内訳は後記の表のとおり
５　契約区分　　　　□ 確定契約　　　　　　□ 概算契約
６　部分払　　　　　□ しない　□ する（　　回以内）
７　部分払の基準　　□ 基準表のとおり　　　□ 設計書のとおり
８　部分払の基準表
	業務内容
	履行予定月
	数量
	単位
	単価（円）
	金額（円）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


※単価及び金額は消費税等額を含まない金額
９  契約代金の支払場所□横浜市指定金融機関（市庁内）□横浜市水道局出納取扱金融機関　□横浜市交通局出納取扱金融機関
10　契約保証金　　　□免除　　　　□　　　　　　　　　　　円
11  特約条項　本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除された場合は、委託者は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。なお、受託者は、本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除されたことにより、委託者が本件契約を解除した場合において、委託者が翌年度以降に支払いを予定していた委託料について請求することはできないものとする。また、受託者は、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があったことにより、委託者が本件契約を変更又は解除した場合に生じた損害の賠償について委託者に請求することはできないものとする。　
　上記の委託について、委託者横浜市と受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは、
おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の約款の条項（特約条項がある場合、それを含む。）によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保有するものとする。
令和　　年　　月　　日
　　委託者　横浜市中区本町６丁目50番地の10
　　　　　　横浜市
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　㊞
　　受託者　所　在　地
　　　　　　商号又は名称
　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
※各年度における支払予定額内訳
	年　　度
	支払予定額（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）

	令和　　　年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　円）


収入印紙添付 欄（抜粋）


100万円以下    200円


200万円以下    400円


300万円以下    1千円


500万円以下    2千円


1千万円以下    1万円


5千万円以下    2万円


1億円　以下 　 6万円


5億円  以下   10万円


10億円 以下   20万円


 




















